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女性・平和・安全保障に関する行動計画案（最終稿） 
20154年 12月 291622日現在 

 

序 文 

１．国際平和とジェンダー平等への取組 

（１）1945年，「一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代

を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらた

めて確認し」1て，国際連合が設立された。国際の平和と安全の維持及び人権の尊重は，切り離

すことのできない国際連合設立の理念である。 

 

（２）国連は，1948年に世界人権宣言を，1966年に国際人権規約を採択し，また，1975年を国際

婦人年，1976年から 1985年までを国連婦人の 10年として，ジェンダー平等への取組を進めて

きた。1979年に採択された女子差別撤廃条約は，その前文で，「国の完全な発展，世界の福祉

及び理想とする平和は，あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加するこ

とを必要としている」2と規定している。さらに，1995年の北京行動綱領は，「女性と男性の平

等は，人権の問題であり，社会正義への条件であり，また，平等，開発及び平和への必要かつ

基本的な前提条件である」3ことを明確にするとともに，「紛争解決の意思決定レベルへの女性

の参加を増大し，武力又はその他の紛争下に暮らす女性並びに外国の占領下で暮らす女性を保

護すること」4を戦略目標に掲げた。 

 

（３）我が国は，日本国憲法で，「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し，政府の行為

によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」，また，「恒久の平和を

念願し」，戦争を放棄して，平和国家としての歩みを進めてきた。憲法が，基本的人権の尊重を

中心理念とし，とりわけ，「法の下の平等」，家族における「個人の尊厳と両性の平等」を規定

したことの意義は計り知れない。 

 

（４）我が国は，男女平等の実現に向けた様々な取組を着実に進めてきており，1999年には，男女

共同参画社会基本法5を制定し，男女共同参画社会の実現を 21世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っている。 

 

２．安保理決議第 1325号の採択とその意義 

（１）1995年に北京で開催された第４回世界女性会議において，各国が「女性の権利は人権である」

ことを確信すると宣言6し，「女性のエンパワーメントに関するアジェンダ」7として，北京行動

                                                   
1 国際連合憲章前文。 
2 女子差別撤廃条約前文。 
3 北京行動綱領第１章１。 
4 北京行動綱領・戦略目標E-1 
5 男女共同参画基本計画（第1次，第2次，第3次） 
6 第４回世界女性会議「北京宣言」（http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf）パラ14。 
7 北京行動綱領第１章パラグラフ１ 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf


2 

 

綱領を採択した。以来，国連を中心として，女性の権利の尊重，ジェンダー主流化8，女性のエ

ンパワーメントなど女性の人権に係る取組が進められてきた。しかし，紛争の予防・解決や和

平プロセスへの女性の参画，紛争下のジェンダーに基づく暴力からの女性・女児等の保護とい

った女性と平和・安全保障（WPS: Women, Peace and Security）に関して各国が行うべき具体

的な行動を要請する国連安全保障理事会決議は採択されていなかった。 

 

（２）このような中，市民社会の強力な支援を得て，2000年 10月 31日，国連安保理は，紛争下の

女性をめぐる課題に焦点を当てた初めての決議である安保理決議第1325号を全会一致で採択し

た。この決議は，第４回世界女性会議以降，展開されたジェンダー主流化政策を反映して採択

されたもので，その特徴は，女性を，受動的で脆弱な被害者としてではなく，紛争の予防・解

決・平和構築のあらゆるレベルにおいて「積極的主体」として位置付けたことにある9。 

 

（３）その後も，決議 1325を補完する形で，2008年に決議 1820，2009年に決議 1888及び 1889，

2010年に決議 1960，2013年に決議 2106，2122が安保理で採択され，関連する安保理議長声明，

国連事務総長報告を加え，女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）の分野で各国，国際社会がとるべ

き行動（WPSアジェンダ）の更なる具体化，整理が進められてきている。さらに，2013年 10月、

女子差別撤廃委員会は，紛争予防，紛争下及び紛争後の社会における女性に関する一般勧告 30

号10を採択し，武力紛争だけではなく，国内の騒乱や緊急事態等を含む全ての状況における女性

の人権の尊重を対象にするとともに，加盟国に対し，女性・平和・安全保障に関する行動計画

が女子差別撤廃条約に沿ったものであることやＷＰＳアジェンダの実施において市民社会，Ｎ

ＧＯとの協力を更に進めること等を勧告している。 

 

（４）これら一連の決議等によって，決議 1325に基づき各国が取り組むべき課題について，①紛争

予防・平和構築・復興等の全てのプロセスにおけるあらゆるレベルの意思決定への女性の参加

（エンパワーメント・参画），②平和の維持・構築と紛争の予防及び紛争下のジェンダーに基づ

く暴力と人権侵害の防止，③紛争下においてジェンダーに基づく暴力を受けた女性・女児等の

保護・救済，④救援と復興におけるジェンダーへの配慮（人道・復興支援）の４つが，主要な

柱として明確化されている。 

 

３．日本の取組 

（１）戦争を含む過去の歴史の中で，20世紀には，ひとたび戦争が起きると，女性の名誉と尊厳が

深く傷付けられ，多くの女性に対する暴力が引き起こされた歴史があった。戦争を含む過去の

歴史の中で，日本社会において女性の声が十分に反映されず，国内外の多くの女性が多大な犠

牲を払った。日本は，これを真摯に受け止め，その反省に立って，平和国家としての歩みを重

ねるとともに，男女平等の実現に向けた取組を進めてきた。国際社会においては，戦後約７０

年間，「平和を維持し，専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際

                                                   
8 北京行動綱領第４章Ⅰパラグラフ221 
9 国連憲章第２５条は，「国際連合加盟国は，安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。」と規定

している。 
10 General recommendation No.30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/GC/30). 
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社会において，名誉ある地位を占めたい」11との思いを堅く胸に刻み，紛争予防，国連平和維持

活動（PKO）への協力を含む平和構築，女性のエンパワーメント等の分野での様々な支援等を実

施してきた。また，国内においても戦後，新たな憲法の下での個人の尊重と法の下の平等を踏

まえ，男女共同参画社会の形成に係る種々の施策を実施してきた。そして，1999年には男女共

同参画社会基本法を制定し，男女共同参画基本計画を策定した。日本は，これらの過去の教訓，

経験、実績を踏まえ，21世紀こそ，女性に対する人権侵害，紛争下の性的暴力のない世紀とす

べく，紛争の平和的解決と世界平和，各国との友好関係の構築，そして女性の人権に関する取

組を続けていく考えであり，そのために市民社会，とりわけ女性団体と協力して行動計画を策

定し，実施していく。 

 

（２）日本は，以下のとおり，既に決議 1325の要請を様々な形で実施してきているが，女性・女児

等の保護，ジェンダー主流化，意思決定への女性の参加促進の取組を一層進めていく必要があ

る。 

 

 「人々が自由と尊厳の内に生存し，貧困と絶望から免れて生きる権利。すべての人々，特に脆

弱な人々は，すべての権利を享受し彼らの持つ人間としての可能性を開花させる機会を平等に

有し，恐怖からの自由と欠乏からの自由を享受する権利を有する」12との人間の安全保障の理念

に基づき，女性を含む個人に焦点を当てた支援を数多く実施してきた。 

 

 ODA 大綱や ODA 中期政策において「平和の構築」を重点課題と位置付け，紛争予防や紛争下の

人道支援，紛争後の復興支援などを重点的に実施。平和構築分野の ODA 実施において，女性な

ど紛争により特に深刻な影響を受ける人々を速やかに保護することも掲げている。 

 

 1995年に「女性と開発（WID）イニシアティブ」，2005年に「ジェンダーと開発（GAD）イニシ

アティブ」を発表した。ODA のあらゆる段階にジェンダーの視点を盛り込み，ジェンダー平等

と女性の地位向上に向けた支援を強化することを表明した。具体的には，紛争や災害下の緊急

人道支援実施において女性を保護し，そのニーズに配慮したプロジェクトへの拠出を行い，紛

争後の復旧・復興支援において女性の社会進出を促進するためのプロジェクトを数多く実施す

るなど，決議 1325の具体化に寄与する多くの実績を積み上げてきている。 

 

 ODA のみならず，国連 PKO 等にも参加し，平和構築の現場における人的貢献を実施。自衛隊員

など国連 PKO 等に参加する要員への派遣前教育や研修ではジェンダー配慮や性的暴力などに関

する教育を実施。我が国及び他国の PKO 等の要員やその他平和構築分野で活躍できる文民専門

家等の育成・訓練において，ジェンダーや性的暴力等に関する講義を取り入れるなどの取組を

行い，人材の育成・能力強化を推進してきた。 

 

（３）2013 年 9 月，日本は，国連総会において，「女性の輝く社会」の構築は世界に大きな活力を

もたらすとの考えの下，国際社会との協力や途上国支援を強化していくことを表明した。具体

                                                   
11 日本国憲法前文。 
12 人間の安全保障に関する国連総会決議（A/RES/66/290）主文パラ３（a）。 
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的には，日本は，①女性の活躍・社会進出推進と女性の能力強化，②国際保健外交戦略の推進

の一環としての女性の保健医療分野の取組強化，③平和と安全保障の分野における女性の参画

と保護，の３つの柱を立て取組を強化し，３年間（2013～2015年(暦年)）で３０億ドルを超す

ODAを実施することとした。３番目の柱は，まさに，本行動計画が対象としている分野であり，

着実に実施していく。その一貫として，政府は 2014年 9月，関係団体と共に，世界各国及び日

本各地から女性分野で活躍するトップ･リーダーを東京に招き，「女性が輝く社会に向けた国際

シンポジウム」（World Assembly for Women in Tokyo: WAW! Tokyo 2014）を主催し，女性・平

和・安全保障に関するものを含め，女性の活躍促進のための取組について活発な議論・提案が

行われた。 

 

（４）日本は，2011年の東日本大震災を始めとする大規模自然災害を数多く体験した。日本は，数々

の自然災害を乗り越えてきた経験を基に，男女共同参画の視点を防災・復興のあらゆる段階に

取り入れるべく，取組を強化している。国際的な文脈においても，2012年 3月には国連婦人の

地位委員会（CSW）において「自然災害とジェンダー」に関する決議案の主提案国としてそのコ

ンセンサス採択に尽力した。また，2012年７月に世界防災閣僚会議 in東北を開催し，日本自ら

防災分野で積極的な対外支援を行うことを表明した。さらに，2015年 3月には第３回国連防災

世界会議を仙台市で開催し，兵庫行動枠組みの後継枠組みを策定し，国際協力における防災の

主流化にも貢献する予定である。災害対処の現場は，平時の地域社会における人権尊重と女性

のエンパワーメント・参画の度合いを反映し，女性が脆弱な立場に置かれれば一層人権侵害の

対象となるという意味で，紛争下の女性をめぐる問題と共通する課題が数多く存在する。日本

の被災経験をジェンダーの視点から世界に共有する。 

 

４．行動計画に関する基本的考え方 

（１）本行動計画は，安保理決議 1325及びその他関連決議等による安保理の要請を踏まえ，日本政

府の紛争予防，国際平和協力活動（PKO）への参加を含む平和構築，女性のエンパワーメント等

の分野での様々な支援に関する政策や取組をジェンダーの観点から捉え直し，更には今後実施

すべき取組を明確化することで，既存の政策や取組を補強する意義を有する。計画の実施は，

ODA大綱や ODA中期政策，国際平和協力法など関連の法令及び政策，更には女子差別撤廃条約な

ど人権諸条約や「北京宣言及び行動綱領」といった関連する条約・国際規範、国際的基準と整

合的な形で行われるべきである。 

特に紛争の予防・解決・平和構築のあらゆる意思決定レベルにおける女性の積極的な参加拡

大に留意する。なお，女性・女児は均一的な存在ではなく，ジェンダー以外の様々な特性のた

めに，その中でも，より一層差別や暴力にさらされやすくなる者があることに留意する必要が

ある。特に，武力紛争及び緊張の高まりにより難民・国内避難民化した者や，民族的・宗教的・

言語的少数者，障害者，高齢者，保護者のいない子ども，女性世帯主世帯，性的少数者などの

集団が持つ多様かつ固有のニーズと脆弱性を考慮して，本計画を実施すべきである。さらに，

計画の実施に当たっては，人間の安全保障が果たし得る役割の大きさに着目する。女性の積極

的な参画を求める安保理決議 1325の要請は、人間の安全保障の考え方と軌を一にしている。 

 

（２）また，本行動計画の策定・実施は，憲法の下での基本的人権の尊重と国際協調主義に基づき，
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日本の平和国家としての歩みを反映すべきである。その際，一層のグローバル化が進む国際社

会においては，各国が力を結集して課題に取り組む必要があることを念頭に，日本は，国の内

外において戦争だけでなく，貧困や搾取、差別や暴力のない社会を目指して，具体的な行動を

通じ，国際社会の平和・安定・繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献していく。 

 

（３）女性の権利の保護・尊重は，国内府省庁が主導することは勿論のこと，国連機関，地方自治

体，市民社会・NGO との協力があって初めて達成可能となる。本行動計画の策定に当たっては，

国内外の市民社会・NGOとの意見交換や UN Womenなどの国連機関との対話など，多様な関係者

の意見を聴取し，その意見を反映した。行動計画の実施に当たっても，多様な関係者により多

くの好事例が生み出されるよう，これら関係者との対話と協力を引き続き重視していく。 

 

（４）計画の実施を測定するため，本行動計画においては実施状況をフォローアップするために参

考となる指標を可能な限り導入する。同時に、適切な財源確保に努める。計画策定後，これら

の参考指標も踏まえ実施状況のモニタリングを市民社会も参画する枠組みの下で随時行うとと

もに，実施状況報告書を毎年作成する。それらを踏まえ，３年後を目途に計画の見直しを行う。 

 

５．行動計画の構成と各柱の大目標 

（１）行動計画の構成については，参画，予防，保護，人道・復興支援、モニタリング・評価・見

直しの枠組みの５本柱に沿って整理している。具体的には，紛争予防・平和構築・復興等のプ

ロセスへの女性の参加は，根幹となる柱であり，まずこれに触れる。その際，参画は，予防，

保護，人道・復興支援の全ての分野にかかわることから，それぞれの分野ごとに取組を整理す

る。次に，紛争及び災害に関連して，紛争下及び紛争後の女性・女児等への暴力を含む人権侵

害の予防，紛争や災害の発生後の緊急支援の段階における暴力を含む人権侵害を受けた女性及

び女児等の保護，ジェンダーの視点に配慮した人道・復興支援の３つの柱についての取組を挙

げる。 

 

（２）また，対外的な取組は，国内的取組と連携して実施されるべきであり，それぞれの柱におい

ては，対外的な取組と共に，日本国内における本行動計画に関連する措置及び努力についても

取り上げる。 

 

（３）本行動計画は個々の取組を通じて実施されていくが，その際には，各柱ごとに以下の大目標

の実現を目指す。 

 参画：平和・安全保障分野のジェンダー主流化を実現するため，同分野のあらゆる段階における

女性の平等な参画を確保する。 

 予防：紛争の予防・管理・解決の全てのプロセスと意思決定において，女性の参加と指導的役割

を促進すると同時に，ジェンダーの視点を導入し強化する。 

 保護：紛争下、紛争後、また、大規模災害といった人道上の危機的状況下において、女性・女児

等を含む多様な受益者が、ジェンダーに基づく暴力等の人権侵害にさらされないようにする。 

 人道・復興支援：女性・女児等の固有の状況・ニーズが反映され，女性のエンパワーメントが促

進され，また，女性の参画が確保された形で人道・復興支援が実施される。 
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 モニタリング･評価･見直しの枠組み：行動計画のモニタリング・評価・見直しを適切なタイミン

グで効果的に実施するための枠組みを構築し，行動計画を定期的に改定する。 
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日本が実施する具体的な施策 

 

Ⅰ．参 画  

 

大目標 平和・安全保障分野のジェンダー主流化を実現するため，、同分野のあらゆる段階における

女性の平等な参画を確保する。 

意義と

狙い 

安保理決議 1325及び関連決議等の実施 WPSアジェンダの中心課題であるジェンダー主流化

を実現するため，WPS 分野で日本が行う諸活動において，、あらゆる段階で女性の参画を確

保し，ジェンダーの視点が確実に反映されるようにする。また，、紛争解決，、和解，平和構

築の主要当事者である女性が，これらのプロセスのあらゆる段階の意思決定に平等に参加で

きるよう，、国際協力を通して積極的に支援していく。その際，、マイノリティ女性，、女性

世帯，、障害を持つ女性など，、社会的に脆弱な立場に置かれた女性にも留意する。国内の安

全保障・外交におけるジェンダー主流化，、女性の参画促進も，、男女共同参画基本計画と連

動して着実に進める。 

目標１ 紛争予防・再発防止に関わる意思決定に女性が積極的な役割を果たすとともに，ジェンダー

の視点が反映されるようになる。 

 具体策 1 紛争予防・再発防止に

関連する事業の計

画・モニタリング・評

価の各段階でジェン

ダーの視点に配慮す

るとともに，女性・女

児等の参画を確保。 

〈指標１〉ジェンダー分析を計画，実施，

評価の各段階で行った事業の実施状況。 

〈指標２〉女性・女児等の参画の状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ ジェンダーの視点に

配慮したPKO等の平和

構築活動への協力。 

〈指標１〉ジェンダーの視点に配慮した

活動の状況。 

〈指標２〉国連 PKO 等におけるジェンダ

ー専門家やジェンダー担当者の派遣状

況。 

内閣府 PKO

本部事務局 

外務省 

防衛省 

 具体策３ ジェンダーの視点か

ら法律や制度及びそ

の運用並びに司法ア

クセスの改善を支援。 

〈指標１〉当該支援の実施状況。 

  

外務省 

JICA 

 具体策４ 支援対象国の女性が

平和構築の活動に積

極的な役割を果たす

よう支援。 

〈指標１〉政府，JICA による直接支援の

実施状況。 

〈指標２〉当該支援を行う NGO への支援

の好事例。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 国連平和構築基金

(PBF)の女性関連プロ

ジェクト拠出目標

(15%)が達成されるよ

う，、主要ドナー議長

国としてイニシアテ

ィブをとる発揮。 

〈指標２〉女性関連プロジェクトへの拠

出金額と割合。 

外務省 
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目標２ 和平プロセスへの女性の参画が高まる。 

 具体策１ 和平プロセスに重要

な役割を果たし得る

紛争地域の女性団体

を支援。 

〈指標１〉当該女性団体への支援状況。 外務省 

JICA 

 具体策２ 日本が関与する和平

関連会議（紛争地域の

復興支援会議を含む）

に紛争地域の女性代

表の参加を確保。 

〈指標１〉当該女性の参加状況。 

 

外務省 

JICA 

目標３ 人道・復興支援に関する意思決定にジェンダーの視点が反映される。女性が積極的な役割を

果たすことができるようになる。 

 具体策１ 人道・復興支援事業の

計画策定において女

性の参画を確保。 

〈指標１〉計画策定の意思決定への女性

の参加促進の状況。 

〈指標２〉支援事業に関して我が国から

派遣される女性の派遣状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 選挙監視団の派遣を

含む民主化支援活動

への女性の参画を確

保。 

〈指標１〉女性の選挙人名簿登録の推進，

選挙委員会への女性の参画を推進する事

業の実施状況。 

〈指標２〉我が国の選挙監視団等，選挙

を支援する要員のうち女性の人数と割

合。そのうち管理職の人数と割合。 

外務省 

内閣府 PKO

本部事務局 

JICA 

 具体策３ 災害復興・防災支援事

業においてジェンダ

ーの視点を取り入れ，

女性の意思決定への

参加を確保。 

〈指標１〉災害復興・防災支援事業に関

するジェンダー担当者の特定。 

〈指標２〉被援助国の実施機関や受益者

コミュニティの意思決定に関わる女性の

参加促進の状況。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 国内の災害対応にお

いて，防災計画，災害

対策基本法，男女共同

参画基本計画と整合

性を保ちつつ，女性の

意思決定及び事業実

施への 

参加を確保。 

〈指標１〉地方防災会議の委員のうち女

性の人数と割合。 

〈指標２〉災害後の避難所運営における

全ての段階の意思決定に女性が参加する

ことを明記したマニュアルの好事例の周

知。 

〈指標３〉災害対応に従事する職員に対

する研修受講者の男女の数・割合。 

〈（指標４））東〉東日本大震災に係る男

女共同参画の視点からの復興に関する好

事例の収集・公表及び浸透活動状況。 

〈（指標５）防〉防災対策に携わる職員に

おける男女の数・割合。 

 

内閣府（防

災担当） 

内閣府男女

共同参画局 

消防庁 

復興庁 

 

目標４ 国内において，外交・安全保障政策にかかわる意思決定にジェンダーの視点が導入され，、

意思決定レベルを含め，女性の参画が高まる。 
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 具体策１ 安保理決議 1325 及び

関連決議等の実施 WPS

分野に当たり，でジェ

ンダー主流化，女性の

参画を推進する部署

の設置を含む体制を

の整備。 

〈指標１〉当該部署の設置状況と活動状

況（人員体制を含む）。 

〈指標２〉その他体制の整備状況（ジェ

ンダー担当者の配置等）。 

〈指標３〉専門官制度の設立等人事上の

措置の状況。 

外務省 

内閣府 

防衛省 

警察庁 

JICA 

 具体策２ ジェンダーの視点を

有する人材の育成。 

〈指標１〉職員に対するジェンダー研修

（WPSアジェンダ，行動計画に関するもの

を含む）の実施状況（受講者数，研修内

容等）。 

 

外務省 

内閣府 PKO

本部事務局 

防衛省 

警察庁 

JICA 

 具体策３ 安 保 理 決 議 決 議

1325，行動計画の周知

広報。 

〈指標１〉当該周知広報の状況。 外務省 

等 

 具体策４ 和平関連会議（紛争地

域の復興支援会議を

含む）に参加する日本

代表団への女性の参

加を高める。 

〈指標１〉当該日本代表団に参加した女

性の人数・割合。そのうち指導的な立場

にいる女性の人数・割合。 

〈指標２〉ジェンダーの視点を持つ国内

の官民専門家リストの作成状況。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 適材適所の要員選考

や志願状況を踏まえ，

PKO 又は二国間協力等

のミッションに女性

要員を積極的に派遣。 

〈指標１〉PKO又は二国間協力等のミッシ

ョンに派遣された女性の派遣状況（数と

当該ミッション全体の人数に占める割合

等）。 

〈指標２〉安保理決議 1325及び関連決議

等の実施に WPS 分野関係するの事業のに

係るミッションに派遣された女性の派遣

状況（数と当該ミッション全体の人数に

占める割合等。） 

外務省 

内閣府 PKO

本部事務局 

防衛省 

警察庁 

JICA 

 具体策６ 日本人女性が国連等

国際機関や国連ミッ

ション等のポストに

就くよう積極的に支

援。特に幹部への登用

を促進。 

〈指標１〉国際機関等に就職した日本人

女性の数と日本人職員全体に占める割

合。 

〈指標２〉国連ミッション等に派遣され

た日本人女性の数と日本人全体に占める

割合。 

〈指標３〉当該日本人女性のうち幹部・

管理職の人数と割合。 

外務省 

内閣府 PKO

本部事務局 
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Ⅱ．予防  

 

大目標 紛争の予防・管理・解決の全てのプロセスと意思決定において，女性の参加と指導的役割

を促進すると同時に，ジェンダーの視点を導入し強化する。 

意義と

狙い 

武力紛争及び緊張の高まりが男女に与える異なる影響を認識し，ジェンダーの視点から紛

争の予防・管理・解決を支援する。 

紛争の予防・管理・解決において女性が果たす役割を認識し，女性の平等な参加と指導的

役割を促進する。 

国家間の緊張を緩和し，友好関係を構築して，武力によらない紛争解決を促進することを

目的とした女性の活動を促進する。 

武力紛争及び緊張の高まりにより難民･国内避難民化した者や，女性･女児を中心とした脆

弱性の高い多様な受益者（特に民族的･宗教的･言語的少数者，障害者，保護者のいない子

ども，女性世帯主世帯，LGBT など。以下「女性・女児等」という。）が紛争予防･管理･解

決の全てのプロセスと意思決定から疎外されず，参加できるような包摂的(inclusive)な支

援を促進する。 

目標１ 紛争予防において女性の参加を促進して，早期警戒・早期対応メカニズムにジェンダーの

視点を導入する。 

 具体策 1 ジェンダーに配慮し

た統計や分析手法を

紛争分析に導入。 

〈指標 1〉各国・地域の情勢分析へのジェ

ンダー分析の導入状況（我が国が行う情

勢分析へのジェンダーの視点の導入 ）。 

〈指標２〉紛争国・紛争経験国での ODA

事業におけるジェンダー分析の導入状

況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 紛争の予兆に関する

情報の収集・検証・分

析において，ジェンダ

ーに配慮をする。 

〈指標１〉紛争の予兆に関する情報の収

集・検証・分析におけるジェンダーへの

配慮状況。 

（指標２）紛争の予兆に関する情報の収

集・検証・分析における女性の参加状況。 

外務省 

JICA 

 具体策３ 早期警戒・早期対応メ

カニズムへの女性の

参加。 

〈指標１〉、早期警戒・早期対応メカニズ

ムの構築・運営への女性の参加状況。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 信頼醸成活動への女

性の参加。 

〈指標１〉女性が参加する信頼醸成を目

的とする事業の実施状況（文化・学術・

スポーツ交流、植林・環境保護等）。 

外務省 

JICA 

目標２ 紛争の影響下にある社会での紛争管理において，女性の参加を促進して，女性が指導的役

割を担えるようにする。 

 具体策１ 紛争の影響下にある

社会におけるジェン

ダーに基づく暴力 GBV

等のリスク分析とリ

スク軽減措置。 

〈指標１〉ODA事業のうち，紛争国・紛争

経験国におけるジェンダーに基づく暴力

GBV 等の予防を目的とする事業の実施状

況と女性の参加状況。 

〈指標２〉特に脆弱な状況にある難民･国

内避難民向けのジェンダーに基づく暴力

GBV 等の予防を含む事業の実施状況と女

外務省 

JICA 



11 

 

性の参加状況。 

 具体策２ 紛争とその影響を拡

大させないための草

の根レベルの活動に

女性が参加し，指導的

役割を担う。 

〈指標１〉当該活動における女性の指導

的役割の実現に向けた支援の実施状況。 

外務省 

JICA 

目標３ 紛争解決における女性の参加を促進して，女性が指導的役割を担えるよう支援し，和平プ

ロセスにジェンダーの視点を反映させる。 

 具体策１ 日本が関わる和平交

渉のプロセスや意思

決定に，公式・非公式

を問わず，女性が参加

して，指導的役割を担

う。 

〈指標１〉日本が関わる和平交渉のプロ

セスへの女性の参加状況。 

〈指標２〉上記のうち女性が指導的役割

を果たした事例。 

〈指標３〉帰還する難民･国内避難民，（特

に女性・女児）のニーズの，交渉への反

映状況。 

外務省 

 具体策２ ジェンダーに基づく

暴力 GBV等への対応・

予防を含め，日本が関

わる和平プロセスに

ジェンダーの視点を

反映。 

〈指標１〉日本が関わる和平プロセスへ

のジェンダーの視点の反映状況。 

〈指標２〉上記のうちジェンダーに基づ

く暴力 GBV等への対応・予防の考慮状況。 

外務省 

 具体策３ 高度な紛争解決スキ

ル（交渉・調停・仲介）

を持った女性の育成。 

〈指標１〉国内外の教育機関等における

紛争解決スキル向上に資する研修への女

性の参加状況。 

 

外務省 

JICA 

 

 具体策４ 紛争解決に女性が貢

献した事例の調査・研

究を通じた教訓や成

功要因の抽出。 

〈指標１〉紛争解決と女性に関する事例

調査・研究の実施状況。 

外務省 

JICA 

目標４ ジェンダーの視点を取り入れた紛争再発予防の取組を支援する。 

 具体策１ ジェンダー主流化と

ジェンダーの視点を

取り入れた警察改革

を支援（女性の参画の

確保とジェンダー分

析，ニーズ対応等を含

む）。 

〈指標１〉海外治安機関対するジェンダ

ー教育の実施状況。 

〈指標２〉研修など女性警察官への支援

状況。 

〈指標３〉ジェンダー研修，ジェンダー

に基づく暴力 GBV への対応に関する研修

等（ジェンダー特別ユニットの設置等を

含む）への支援状況。 

外務省 

警察庁 

JICA 

 具体策２ ジェンダーの視点を

取り入れ，ジェンダー

主流化を促進する効

果のある司法部門の

能力強化を支援。 

〈指標１〉現地の司法機関による安保理

決議 1325の趣旨に沿った指針（ガイドラ

イン）や計画作成への支援状況。 

〈指標２〉女性法曹への支援状況。 

〈指標３〉ジェンダー平等を促進する効

外務省 

法務省 

JICA 
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果のある法制度整備の支援状況。 

 具体策３ ジェンダーの視点と

ジェンダー主流化を

取り入れたコミュニ

ティの再建（リハビリ

テーション）支援。 

〈指標１〉コミュニティ開発事業（再健）

におけるジェンダー配慮の状況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策４ ジェンダーの視点を

取り入れた小型武器

管理支援。 

〈指標１〉小型武器問題への対応におけ

るジェンダー配慮の状況。 

外務省 

 具体策５ ジェンダーの視点を

取り入れた人身取引

対策（被害者保護，加

害者の訴追，防止）支

援。 

〈（指標１２）ジ〉ジェンダーの視点を取

り入れた人身取引対策（法制度整備，治

安・法執行機関への研修等）への支援状

況。 

〈指標２３〉我が国の支援に関係する機

関における女性の被害者保護担当官の採

用状況。 

〈指標３４〉治安・法執行機関部門（軍

隊，警察，裁判所等）を対象とする人身

取引被害者対策の研修への支援状況。 

外務省 

JICA 

 具体策６ ジェンダー分析や安

保理決議 1325 実施の

視点を取り入れた和

解に向けた社会変革

の過程における支援。 

〈指標１〉政府や地方の機関による和解

プロセスにおける安保理決議1325実施の

ためのジェンダー指針（ガイドライン）

や計画作成への支援状況。 

〈指標２〉我が国の支援が関係する和解

プロセスへの女性専門家の参加状況。 

外務省 

JICA 

 具体策７ ジェンダーの視点を

取り入れた平和教育，

「紛争下の性暴力防

止のための教育」，「ジ

ェンダー差別や性暴

力を防止するための

教育」を支援。 

〈（指標１）日〉日本が支援する平和教育

活動にジェンダーの視点が取り入れられ

ている事例の有無（支援例がある場合は，

支援に関係する関係省庁における安保理

決議 1325 実施のための指針の有無を含

む）。 

〈（指標２）日〉日本の支援により作成さ

れた、平和教育カリキュラムのジェンダ

ー視点の配慮のの状況。 

外務省 

JICA 

 

目標５ 平和維持活動や平和支援活動，平和構築活動への女性の参加を促進し，女性が指導的役割

を担えるよう支援して，PKO要員等の平和支援活動要員による性的搾取・虐待（SEA）やジ

ェンダーに基づく暴力 GBV等の予防・対応能力を強化する。 

 具体策１ PKO 要員等による性的

搾取・虐待 SEA の予

防・対応を強化。 

〈（指標１〉PKOＰＫＯ要員等派遣前研修

の実施状況。 

〈（指標２〉PKOＰＫＯ要員等派遣前研修

以外の自衛隊の教育課程における関連教

育の実施状況。 

〈（指標３）警〉警察官や文民専門家への

内閣府PKO

本部事務

局 

防衛省 

外務省 

警察庁 
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関連教育の実施状況。  

 具体策２ PKO 要員等によるジェ

ンダーに基づく暴力

GBV 等の予防・対応能

力を強化。 

〈指標１〉PKO要員等派遣前研修の実施状

況。 

〈指標２〉警察官や文民専門家への関連

教育の実施状況。 

 

内閣府PKO

本部事務

局 

防衛省 

外務省 

警察庁 

 

目標６ 国家間の緊張を緩和し，友好関係を構築して，武力によらない紛争解決を促進する。また，

その目的のための国内における女性，市民社会の活動を促進する。 

 具体策１ 緊張緩和と紛争予防

に向けた女性の平和

のための交流，研究活

動等への支援。 

〈指標１〉国家間の緊張緩和，友好関係

の構築，武力によらない紛争解決等を目

的とした女性を主体とする民間活動への

支援状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 安保理決議 1325 実施

に向けた国際協力の

促進。 

〈指標１〉当該国際協力の状況。 外務省 

 具体策３ 国内において，平和教

育を促進。 

〈（指標１）平〉平和教育に関する施策の

実施状況。 

〈指標２〉平和教育のための民間活動へ

の支援状況。 

文科省 

外務省 

 具体策４ 性，民族，人種等に基

づく差別や暴力を正

当化し，煽るような言

論の不支持。 

〈指標１〉本施策を含む行動計画の趣旨

目的の周知の状況。 

〈指標２〉性，民族，人種等に基づく差

別や暴力の根絶に向けた教育・啓発の取

組状況。 

外務省 

文科省 

法務省 
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Ⅲ．保護  

 

大目標 紛争下、紛争後、また、大規模災害といった人道上の危機的状況下において、女性・女児

等を含む多様な受益者が、ジェンダーに基づく暴力（以下「GBV」という。）等の人権侵害

にさらされないようにする。 

意義と

狙い 

特に，人道上の危機的状況下においては、レイプなどの性暴力、ドメスティック・バイオ

レンス、性的搾取（支援へのアクセスの見返りとして性的サービスの提供を求められる

等）、人身取引など、ジェンダーに基づく暴力 GBVの危険が高まることが指摘されており，

女性･女児を中心とする脆弱性の高い多様な受益者（特に民族的･宗教的･言語的少数者、

障害者、保護者のいない子ども供、女性世帯主世帯、LGBTなど。以下「女性・女児等」

という。）に対する包括的な保護の確保が急務である。その際，ジェンダーに基づく暴力

GBVはしばしば報告されないこと、危機的状況が過ぎた後も加害者の訴追・処罰や被害者

の救済が行われないことが多いこと，また，ジェンダーに基づく暴力 GBVの背景にはジェ

ンダー規範・役割分担、ジェンダー不平等や法制度の不備があること，さらに、ジェンダ

ーに基づく暴力 GBVの被害者の圧倒的多数は女性・女児であるが、男性・男児や LBGT等

も被害に遭っていること、これらは時に女性・女児に対する暴力よりも報告・対応されに

くいことを考慮する必要がある。国内の施策については、男女共同参画基本計画と連動し

て着実に進める。 

目標１ 人道上の危機的状況下におけるジェンダーに基づく暴力 GBVの被害者に対し、身体的・医

療的・社会心理的・法的・経済的支援を含む包括的な支援が提供される。 

 具体策 1 ジェンダーに基づく

暴力GBVの被害者に包

括的な支援を提供す

るための体制強化・報

告の徹底。 

〈指標１〉ジェンダーに基づく暴力への

GBV 対応に関する既存の Standard 

Operation Procedure（SOP）等を活用し

た PKO 等の平和構築活動や緊急・人道支

援を実施する際のジェンダーに基づく暴

力への GBV 対応組織との連絡体制の確

立，ジェンダーに基づく暴力への GBV 対

応状況。 

〈指標２〉シェルターの提供等ジェンダ

ーに基づく暴力の GBV 被害者支援を実施

する NGO等への支援の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ PKO等の平和構築活動

や災害派遣，途上国支

援事業に従事する職

員・隊員の研修。 

〈指標１〉GBV 対応、特に、セクシュア

ル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

の観点を含むジェンダーに基づく暴力へ

の対応に関する研修の実施状況（参加者

数，研修訓練内容等）。 

〈指標２〉医療関係者へのジェンダーに

基づく暴力 GBV 対応、特に，セクシュア

ル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

に関する訓練を支援する NGO 等への支援

の実施状況。 

外務省 

内 閣 府

PKO 本部

事務局，

防衛省 

警察庁 

JICA 

 具体策３ ジェンダーに基づく

暴力GBVの被害者に対

〈指標１〉紛争や大規模災害後に、ジェ

ンダーに基づく暴力 GBV の被害者の中長

外務省 

JICA 
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する移行期の（又は中

長期的な）支援。 

期的なリハビリテーション（医療的・心

理社会的・経済的支援含む）を支援する

事業の実施状況。 

〈指標２2〉ジェンダーに基づく暴力 GBV

の被害者の司法アクセス改善を支援する

事業の実施状況。 

 具体策４ PKO等の平和構築活動

や途上国支援事業に

従事する文民たる職

員・隊員によるジェン

ダーに基づく暴力 GBV

の予防。 

〈指標１〉派遣される職員・隊員に対す

る国際的な行動規範の周知・徹底の状況。 

〈指標２〉我が国の職員・隊員が加害者

となったジェンダーに基づく暴力 GBV の

被害件数と経過内容の報告（国連 PKO 局

提出統計に準ずる）。 

外務省 

内 閣 府

PKO 本部

事務局 

JICA 

 具体策５ 国連等による紛争下

におけるジェンダー

に基づく暴力GBV関連

活動への支援。 

〈指標１〉紛争下の性的暴力担当国連事

務総長特別代表事務所、UN Women，国連

機関その他国際機関への支援状況への支

援状況。 

外務省 

目標２ 人道上の危機的状況下におけるジェンダーに基づく暴力 GBV等のリスクが低減され、予防

される。 

 具体策１ 現地での初動対応、展

開、モニタリング体制

の整備支援。 

〈指標１〉現地で初動対応、展開、モニ

タリング体制の整備に従事する団体への

支援状況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策２ 水･衛生･衛生促進

(WASH)、食糧･栄養、

シェルター、生活支援

物資配布、保健、教育

及び啓発活動などに

関する事業の企画・立

案の際のジェンダー

に基づく暴力GBVリス

ク分析。 

〈指標１〉当該事業におけるジェンダー

に基づく暴力 GBVリスク分析の状況。 

外務省 

JICA 

 具体策３ 女性・女児（特にマイ

ノリティ女性や寡婦

など）を対象とする経

済的・社会的エンパワ

ーメント支援。 

〈指標１〉当該支援事業の支援状況（好

事例含む）。 

外務省 

JICA 

 具体策４ コミュニティの参

加・動員に基づくジェ

ンダーに基づく暴力

のGBV根絶及びジェン

ダー平等促進プログ

ラムの支援。 

〈指標１〉当該支援事業の支援状況（好

事例含む）。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 不正な小型武器の取 〈指標１〉小型武器に関する国連総会決 外務省 
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引に対するジェンダ

ーの視点を取り入れ

た国際的な規制を強

化（武器貿易条約の早

期発効を含む）。 

議の状況（我が国の取組を含む）。 

〈指標２〉武器貿易条約の実施状況早期

発効に向けた取組状況。 

目標３ 難民・国内避難民の保護及び支援にジェンダーの視点が反映され、ジェンダーに基づく暴

力 GBVが防止される。 

 具体策１ 難民･国内避難民支援

に携わる要員の訓練。 

〈指標１〉関係国際機関におけるジェン

ダーに基づく暴力 GBV に関する訓練への

支援状況。 

外務省 

 具体策２ 緊急支援における難

民･国内避難民の登録

作業において、女性･

女児等を中心とした

脆弱性の高い受益者

の多様なニーズを特

定した記録する。 

〈指標１〉被支援者の難民の登録作業が

（世帯ではなく）個人ベースで行われて

いる実施状況。 

〈指標２〉上記登録において性別、年齢、

世帯の構成、特定のニーズ等の記録状況。 

外務省 

JICA 

 具体策３ 水･衛生･衛生促進

(WASH)、食糧･栄養、

シェルター、生活支援

物資配布、保健、教育

及び啓発活動などに

関する事業の立案・実

施の際にジェンダー

に基づく暴力GBVの予

防及び対応の視点を

確保。 

〈指標１〉既存のジェンダー視点を盛り

込んだ人道支援運営国際基準（スフィ

ア・スタンダード等）の導入状況。 

〈指標２〉難民キャンプや避難所におけ

る保護支援活動の実施の意思決定への女

性の参加状況。 

外務省 

 具体策４ 難民･国内避難民とホ

スト･コミュニティ双

方を対象とした保護

支援活動を通して、両

者間の緊張関係を緩

和し、コミュニティの

動員を通して、女性･

女児等の生活環境の

改善に向けた包摂的

な支援を実施。 

〈指標１〉難民･国内避難民の保護支援計

画を策定する際の、ホスト･コミュニティ

を含めた包摂的な人道支援の状況。 

〈指標２〉保護支援計画を策定する際に、

難民･国内避難民とホスト･コミュニティ

双方の(女性の)代表を含める。 

 

外務省 

JICA 

 具体策５ 日本に保護を求める

難民への包括的保護

制度の確立の検討。 

〈指標１〉（女性が収容された場合，女性

特有のニーズやリスクへの対応の状況：

調整中）女性の庇護申請者が収容された

場合，女性特有のニーズやリスクへの対

応状況。 

（指標２）難民認定に携わる政府職員へ

法務省 

外務省 
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の GBV 等に係る研修の件数、及び受講者

数。 

 

 

目標４ 派遣要員等によるジェンダーに基づく暴力 GBVを防止し、加害者に対し適切な捜査・処罰

が行われる。 

 具体策１ PKO活動に派遣される

派遣要員によるジェ

ンダーに基づく暴力

GBVの予防。 

〈指標１〉派遣前のジェンダーに基づく

暴力 GBVに関する研修の実施状況。 

〈指標２〉国連 PKO 派遣の際のジェンダ

ーに基づく暴力への対応 GBV 担当者の配

置。 

〈指標３〉国連 PKO 局等が主催する紛争

下における女性・女児等に関連する訓練

課程への日本人参加数。 

内 閣 府

PKO 本部

事務局 

防衛省 

外務省 

 

 

 

 具体策２ PKO要員の訓練への支

援。 

〈指標１〉ジェンダーに基づく暴力 GBV

等関連講師の PKO 訓練センターへの派遣

数，アジアやアフリカの PKO 訓練センタ

ーへの資金拠出額。 

外務省 

 具体策３ 派遣時にジェンダー

に基づく暴力の加害

GBV加害があった場合

の訴追・処罰メカニズ

ムの確立 

〈指標１〉苦情申し立て窓口の設置及び、

報告件数と対応状況。 

〈指標２〉ジェンダーに基づく暴力 GBV

等の加害者及び、および苦情申し立て者

に対するハラスメントを厳重に処罰する

ポリシーの公表と遵守。 

内 閣 府

PKO 本部

事務局 

防衛省 

外務省 

 具体策４ 国内における外国軍

隊によるジェンダー

に基づく暴力GBVの予

防と適切な処罰の確

保。 

〈指標１〉当該軍隊によるジェンダーに

基づく暴力 GBV の検挙その他の法的対応

の件数。 

〈指標２〉ジェンダーに基づく暴力の

GBV防止策について、地域の女性団体を

含む市民社会・自治体と行われた協議及

びその結果の反映状況。 

 

法務省 

警察庁 

外務省 

 具体策５ 国内における外国軍

隊によるジェンダー

に基づく暴力GBVの被

害者への個々の実情

に応じた途切れのな

い支援と補償へのア

クセス。 

〈指標１〉被害者の個々の実情に応じた，

途切れのない支援を提供するための施策

と補償に係る情報の周知に向けた取組状

況（民間のジェンダーに基づく暴力 GBV

専門機関等と関連政府機関の協働を含

む）。 

内 閣 府

（共生社

会政策担

当・男女

共同参画

局） 

警察庁 

厚生労働

省 

法務省 

防衛省 



18 

 

 

 

 具体策６ ジェンダーに基づく

暴力GBVの不処罰の終

焉に向けた国際社会

の取組に積極的に関

与。 

〈指標１〉女性に対する暴力撤廃決議等，

国連総会，人権理事会や安保理における

関連決議その他国際的な取組への対応状

況。 

外務省 

 具体策７ UN Women，紛争下の性

的暴力担当国連事務

総長特別代表や国際

刑事裁判所（ICC）等

に対する人的・財政的

貢献。 

〈指標１〉人的・財政的貢献の状況。 外務省 

目標５ 紛争下及び紛争後における武装解除・動員解除・社会復帰（DDR），司法制度を含む治安部

門改革（SSR）を支援する。 

 具体策１ 紛争後の元兵士（子ど

も供兵を含む。）の武

装解除への女性・女児

の保護の視点の導入。

除隊後の社会復帰の

ための事業へのジェ

ンダーの視点の導入。 

〈指標１〉女性・女児の保護の観点が導

入された DDRの支援状況。状況。 

〈指標２〉元兵士の社会復帰事業に女

性・女児等の特定のニーズに対応した事

業の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ ジェンダーの視点か

ら法律や制度の構築

及び運用を支援し、司

法へのアクセスを改

善。 

〈指標１〉ジェンダーに基づく暴力 GBV

に係る法整備支援事業の実施状況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策３ 不処罰の終焉のため

の研修、啓発事業等へ

の支援。 

 

〈指標１〉啓発支援事業の実施状況。 

〈指標２〉法務関係者（裁判官含む）・現

地警察及び軍への女性登用のために提供

された支援の実施状況。 

〈指標３〉法務関係者（裁判官含む）・現

地警察及び軍に対する研修の支援状況。 

外務省 

JICA 

警察庁 

 具体策４ 人道上の危機的状況

後のジェンダーに基

づく暴力GBVの報告制

度構築の支援。 

〈指標 1〉当該支援の実施状況。 外務省 

JICA 
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Ⅳ．人道・復興支援  

 

大目標 女性・女児等の固有の状況・ニーズが反映され，女性のエンパワーメントが促進され，ま

た，女性の参画が確保された形で人道・復興支援が実施される。 

意義と

狙い 

紛争や災害発生時には，難民や国内避難民が発生し，また，その場で救援を待つ者が存在

する。そのような状況下では，家族，コミュニティ等の既存の保護の仕組みは失われ，リ

スクや窮迫の度合いが高まることを念頭に置き，速やかに緊急人道支援を行う必要があ

る。その際には，女性･女児等の固有の状況・ニーズと権利の確保に対処することが肝要

である。また，支援の実施に当たっては，種々のガイドライン13に沿って他の支援国とも

協調することで受入国側の負担を軽減する取組が求められる。 

さらに，紛争・災害後の人道・復興支援においては，援助側、被援助側双方で，初動調査，

計画策定，実施，モニタリング・評価等、全ての過程で女性の意思決定への参加を確保す

るとともに，女性のエンパワーメントを行い，ジェンダー平等が確保されるよう配慮する

ことが重要である。 

目標１ 

 

【緊急人道支援期】紛争下や紛争・災害の直後等の緊急人道支援の段階では，女性・女児

等が特に脆弱な状況に置かれることに留意し，支援活動を計画・実施する。 

 具体策 1 

【初動調

査】 

 

 

緊急支援や人道支援を計

画・実施する際，可能な

範囲での性別・年齢層別

の情報収集，女性・女児

等の固有の状況・ニーズ

の把握。 

〈指標１〉性別・年齢層別のニーズ，

特に女性・女児等の固有の状況・ニ

ーズ等に配慮した支援の好事例の特

定と周知状況。 

〈指標２〉国際機関からの報告書に

おけるジェンダー配慮の状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【計画立

案】 

女性・女児等の固有の状

況・ニーズを反映した事

業形成。 

〈指標１〉計画立案におけるジェン

ダー配慮の状況。 

〈指標２〉キャンプ，避難所その他

設営（シェルター，給水所，トイレ

設置）を構成要素とする事業のうち，

女性・女児等の固有の状況・ニーズ

に係る配慮状況。 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【実施・制

度構築】 

食料等配給事業，シェル

ター配布事業，給水と衛

生事業等において周縁化

されがちな女性・女児等

が保護され，公平に支援

を受けられる仕組みの構

築。 

〈指標１〉受益者側の女性による支

援活動への関与状況。 

〈指標２〉物資配布（日用品・衛生

用品，食料，シェルター、衣類等）

や給水などにおいて，女性・女児等

の固有の状況・ニーズへの配慮の状

況。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 

【登録】 

緊急支援における受益者

の登録作業において，女

性･女児を中心とした脆

〈指標１〉受益者の登録が世帯単位

ではなく，個人単位で実施されてい

る事業・活動の実施状況。 

外務省 

JICA 

 

                                                   
13 スフィア・プロジェクト（注「人道憲章と人道対応に関する最低基準」）、HAP基準（Humanitarian Accountability 

Partnership、注「人道支援の品質管理と説明責任に関する国際基準」）、Inter-agency Network for Education in 

Emergency（注「教育ミニマムスタンダード（緊急時の教育のための最低基準）」）による緊急時の教育のため最低基

準など。 
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弱性の高い受益者の多様

なニーズの特定・記録。 

〈指標２〉登録において性別、年齢、

世帯の構成，固有の保護･支援ニーズ

等が記録されている事業・活動の実

施状況。 

 具体策５ 

【ジェン

ダーに基

づく暴力

等 の 防

止・対策・

保護】 

女性・女児等に対するジ

ェンダーに基づく暴力等

の防止・対策・保護への

取組の支援。 

〈指標１〉被援助国の機関・組織の

うち，派遣要員に対してジェンダー

に基づく暴力等の予防や対策につい

ての研修支援状況。 

〈指標２〉ジェンダーに基づく暴力

等の被害者救済のメカニズムの被援

助国内（関係機関及び受益者）への

事前の周知の支援状況。 

〈指標３〉我が国が関与する支援事

業・活動において，キャンプ・避難

所設営の際に，ジェンダーに基づく

暴力等の被害者のニーズ配慮状況。 

JICA 

目標２ 【移行期】女性・女児等が支援から取り残されないよう，緊急人道支援から復興支援への

継ぎ目のない移行期の支援の重要性に留意する。女性・女児等の固有の状況・ニーズを考

慮し，女性の安全を確保した上で，女性のエンパワーメントの向上や経済的自立に取り組

む。資金の調達及び配分のギャップにより，女性・女児等が復興プロセスから疎外される

ことがないようにする。 

 具体策１ 

【資金の確

保】 

女性・女児等の脆弱層へ

の支援及びジェンダー主

流化を進める事業への支

援。 

 

 

〈指標１〉ジェンダーに配慮し

た事業の実施状況。 

〈指標２〉女性・女児等の経済的自

立を促進するためのエンパワーメン

トの向上を支援する事業の好事例の

特定と周知。 

〈指標３〉女性の雇用創出・収入向

上・就労支援等の事業の好事例の特

定と周知。雇用における平等を支援

する事業の好事例と周知。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【固有の状

況・ニーズ

の反映】 

事業計画の企画・立案・

実施に，女性･女児等の固

有の状況・ニーズを反映。 

〈指標１〉我が国が関与する支援事

業において，企画・立案・実施に関

する受益者の声の反映状況。 

外務省 

JICA 

目標３ 【復興期】紛争や災害後の難民や国内避難民の帰還･再統合支援を含む復興支援事業の計

画策定・実施・モニタリング・評価に至る一連のプロセスを通じてジェンダーの視点を取

り入れ，女性・女児等の権利の促進，ジェンダー平等と公平性が実現されることによって，

支援の効果が向上する。 

 具体策１ 

【計画策

定】 

事業の計画策定へのジェ

ンダーの視点の導入。 

〈指標１〉女性・女児を主な裨益対

象とした事業の支援実施状況。 

〈指標２〉ジェンダーに配慮し

た事業の支援実施状況。 

外務省 

JICA 
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〈指標３〉計画策定に従事する女性

スタッフの配置状況。 

〈指標４〉受益者の意見を計画に反

映させる際の，女性・女児等の声を

反映した好事例。 

 具体策２ 

【女性の参

画】 

事業の実施における女性

の参加の確保。 

〈指標１〉事業の実施に従事する女

性スタッフの配置状況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【モニタリ

ング】 

事業のモニタリング，評

価へのジェンダーの視点

の導入。 

〈指標１〉事業のモニタリングにお

いて，女性の保護及び参画を踏まえ

たジェンダー配慮の実施状況。 

〈指標２〉事業の評価において，女

性の保護及び参画を踏まえたジェン

ダー配慮の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 

【実施・制

度構築】 

事業全般に女性が積極的

に参加できる仕組み（制

度面・エンパワーメント）

の構築。 

〈指標１〉我が国が実施する事業に

女性が積極的に参加できる仕組みを

示した好事例の特定と周知状況。 

〈指標２〉女性のエンパワーメント

関連事業の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 

【男性・男

児の関与】 

紛争・災害後の復興期の

社会において，男性・男

児が直面する課題及びそ

れらの課題がジェンダー

間の関係性・ジェンダー

に基づく暴力等の発生等

に与える影響の調査への

支援や男性・男児がジェ

ンダーに基づく暴力等の

防止及び女性・女児等の

支援に貢献する事業への

支援。 

〈指標１〉ジェンダーに基づく暴力

等の解決への取組として避難所等に

おいて男性・男児向けの教育・スポ

ーツ・レクリエーション活動などを

支援する事業の実施状況。 

〈指標２〉男性・男児が抱える悩み

や相談を受けるカウンセラーや窓口

の配置を支援する事業の実施状況。 

〈指標３〉男性の指導員(他の男性に

対してジェンダーに基づく暴力の防

止・夫婦間の役割の分担やコミュニ

ケーションの大切さ・育児への取組

等を啓発する人)の育成を支援する

事業の実施状況。 

外務省 

JICA 

目標４ 【重点課題】人道・復興支援を行うに当たっては，人間の安全保障に直結する保健医療，

教育，農業，インフラ整備，武装解除・動員解除・社会復帰（DDR），司法制度支援事業

等の重点課題の解決を目指す。その際，女性・女児等のニーズが特に高い分野への支援を

強化する。 

 具体策１ 

【保健】 

女性、女児等が基礎的医

療サービスを享受するよ

う支援。特に、セクシュ

アル・リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ（SRHR）

を確保。女性・女児のセ

〈指標１〉我が国が関与する支援事

業について，分娩や周産期ケアに係

る支援の好事例の特定と周知状況。 

〈指標２〉性感染症に関する支援事

業の実施状況。 

〈指標３〉その他女性固有の健康上

外務省 

JICA 
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クシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツの

ために不可欠である男

性・男児の協働も支援。 

 

 

のニーズ(リプロダクティブヘルス

など)に特化した支援事業の実施状

況。 

〈指標４〉我が国が関与する支援事

業について，コミュニティ・ヘルス

ワーカーの育成計画等に係る支援の

好事例の特定と周知状況。 

〈指標５〉我が国が関与する支援事

業について，セクシュアル・リプロ

ダクティブ・ヘルス／ライツに関す

る研修の実施状況。 

 具体策２ 

【教育１】 

紛争下においても学校教

育及び学校外教育が継続

されるための支援。 

また、紛争時に教育を受

けることができなかった

子ども，若者に対する教

育機会の提供支援。 

〈指標１〉二国間，多国間，NGOを通

じた支援の状況。 

〈指標２〉就学年齢を超えた子供・

若者も含め教育機会の提供を支援し

ている事例。 

 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【教育２】 

女性・女児に対する平等

な教育を支援。 

 

〈指標１〉我が国が関与する事業に

ついて，女性･女児の進学率，識字率，

就学率，修了率，女性教員の割合向

上等に向けたジェンダー格差是正に

係る支援の状況。 

〈指標２〉我が国が関与する事業に

おける教育環境の女性・女児へのニ

ーズ配慮状況。 

〈指標３〉我が国が関与する事業に

ついて，職業訓練，識字教育，教員

の能力強化等における機会平等へ配

慮した事業の事例の特定。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 

【農業】 

復興のための農業・農村

開発支援にジェンダーの

視点を組み込む。 

〈指標１〉計画策定における意思決

定に女性が参加した好事例の特定・

周知状況。 

〈指標２〉事業に女性の参加やジェ

ンダー配慮がなされた好事例の特

定・周知状況。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 

【生計支

援、収入向

上】 

復興にかかる生計・収入

向上支援事業にジェンダ

ーの視点を組み込む。 

〈指標１〉計画策定における意思決

定に女性が参加した好事例の特定と

周知状況。 

〈指標２〉事業に女性の参加やジェ

ンダー配慮がなされた好事例の特

定・周知状況。 

外務省 

JICA 

 具体策６ 復興のためのインフラ整 〈指標１〉計画策定及び実施への女 外務省 
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【インフラ

整備】 

備に女性・女児の保護や

ジェンダーの視点を組み

込む。 

性の参加確保及びその声の反映状

況。 

〈指標２〉計画実施前インパクト調

査におけるジェンダー及び女性・女

児への影響(事業地近隣での売買春

の増大，HIV/AIDS/性感染症の拡大

等)に基づき適切な対策・活動（性感

染症予防教育等）の確認及び実施状

況。 

JICA 

 具体策７ 

【DDR-SSR】 

紛争後の元兵士（子ども

兵を含む）の武装解除

（DDR）においての女性・

女児のニーズに配慮す

る。除隊後の社会復帰を

支援する事業にジェンダ

ーの視点を組み込む。 

〈指標１〉我が国が関与する武装・

動員解除の対象となった武装組織の

女性・女児の人数・配置を示すデー

タの有無。 

〈指標２〉我が国が関与する武器の

回収や武装解除等を実施する要員の

中で，ジェンダー研修を受けた者又

はジェンダー担当者の有無。 

〈指標３〉元兵士の社会復帰事業に

女性・女児等の特定のニーズに配慮

した事業の実施状況。 

外務省 

JICA 

防衛省 

 具体策８ 

【司法制度

支援】 

紛争後の司法改革を支援

する事業にジェンダーの

視点を組み込む。 

〈指標１〉紛争後において，我が国

が関与する新たな制度づくり支援に

ジェンダー配慮がなされている事業

の支援状況。 

〈指標２〉法執行官や法務補助員等

の育成（ジェンダーに関する研修等）

の支援状況。 

外務省 

JICA 

目標５ 人道復興支援の計画策定・実施に関与する各組織がジェンダー・バランスを考慮した人員

配置や研修等，ジェンダー主流化の取組を実施し，ジェンダーに基づく暴力等からの保護

の体制を整備することで，事業におけるジェンダーの視点の導入を徹底する。 

 具体策１ 計画策定・実施の際に，

ジェンダーの視点が組み

込まれ，女性・女児等の

保護を助成・委託先に至

るまで確保。 

〈指標１〉我が国の支援の受入団体，

事業の委託先や受注業者等事業に関

与する NGO，現地の団体，企業等の組

織について，ジェンダー主流化等の

仕組みを有するかどうか判別・推進

するための対策状況。 

外務省 

JICA 
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Ⅴ．モニタリング・評価・見直しの枠組み  

 

大目標 行動計画のモニタリング・評価・見直しを適切なタイミングで効果的に実施するための枠

組みを構築し，行動計画を定期的に改定する。 

意義と

狙い 

適切なモニタリング・評価を行うためににおいては，実施主体の経験を共有するとともに，

各府省庁によって構成されるモニタリング作業部会と外部の専門家や市民社会で構成さ

れる評価委員会がと緊密に連携する。 

適切なモニタリング・評価を行うために，モニタリング作業部会と評価委員会を設置する。 

日本にとって初の行動計画であり，経年的に改善が見られたかどうかを重視して評価を行

う。同時に，指標や目標そのものの妥当性についても評価する。 

行動計画の実施過程を通して，ジェンダーの視点に基づく政策・事業の企画・立案・実施

の能力が高まるよう，関係機関の体制整備，意識付けを日々点検するとともに，グッド・

プラクティス（好成功事例）を共有・蓄積する。これらに当たって，適切な措置を講じる。 

評価・見直しにおいては，行動計画策定の経緯を踏まえ，市民社会の参加を確保する。ま

た，安保理決議 1325及び関連決議等の実施に向けた国際的な議論も踏まえる。 

目標１ 行動計画の実施状況の適切なモニタリングを行うための枠組みを整備する。 

 具体策 １ 各府省庁に行動計画に関するフォーカル・ポイント(中心とな

る担当部署)を設置する。 

２ 各府省庁のフォーカル・ポイントによって構成されるモニタ

リング作業部会（以下「作業部会」という。）を設置する（作業

部会の事務局は外務省（総合外交政策局女性参画推進室）が務

める）。 

３ 作業部会は，実施状況年次報告書の草案を作成し，評価委員

会（以下「委員会」という。）に提出する。同報告書は，各施策

の指標に沿ったものとする。 

４ 委員会は，毎年，実施状況年次報告書の草案について，作業

部会と協議し，協議結果を実施状況年次報告書に反映させる（実

施状況年次報告書に委員会による評価を記載するなど）。 

５ 外務省は，上記４の協議結果を反映させた実施状況年次報告

書を WEB上に日本語と英語で公開する。 

関係全府

省庁 

目標２ 行動計画の実施状況を適切に評価するための枠組みを整備する。 

 具体策 １ 外部の専門家と市民社会により評価委員会がを設置されする

（政府側の委員会の窓口事務局は外務省（総合外交政策局女性

参画推進室）が務める）。 

２ 委員会は，女性・平和・安全保障の分野ＷＰＳ分野に十分な

知識と経験のある専門家及び市民社会の代表者で構成されす

る。市民社会を代表する委員の選任については，安保理決議 1325

の趣旨に沿って活動している市民社会組織からの推薦による。

専門家の選任は，市民社会からの推薦に基づき，外務省が市民

社会と相談しながら行う。 

３ 委員会は，窓口事務局を通じ，各府省庁に対して，行動計画

の実施状況に関して報告を要求することができる。要求を受け

た府省庁は，窓口事務局を通じ，委員会に報告する（必要に応

関係全府

省庁 
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じて，当該府省庁と委員会との会合を設ける）。 

４ 委員会は，毎年、実施状況年次報告書の草案について，作業

部会と協議し，意見を表明する。 

５ 委員会は，毎年，事業評価（２か国程度における事業の実施

状況評価調査）を行う。この事業評価には，たとえば，相手国

政府，関連国際機関，女性団体を含む市民社会組織，被支援者(特

に女性・女児を含む)からの聞き取り等が含まれる。 

６ 市民社会組織は，モニタリング・評価に必要な情報を委員会

に提供できる。 

７ 委員会は，グッド・プラクティス（好成功事例）の蓄積と公

開を行う。 

８ 委員会は，行動計画の目標，具体的施策，指標の妥当性や，

実施の主な障害を分析し，２回目の実施状況年次報告書の完成

後を目途に，行動計画の見直しの方向性を提言する。 

９ 政府は，女子差別撤廃条約や国連人権理事会普遍的定期審査

（UPR）の定期報告書において行動計画の実施状況を報告する。 

目標３ ３年後の改定に向けて行動計画の適切な見直しを行う。 

 具体策 １ 政府は，委員会の提言に基づいて行動計画の見直しを行う。 

２ 政府は，行動計画策定のプロセスを尊重し，見直しに当たり

市民社会の参加を確保する。 

３ 外務省は，この計画策定後，速やかに３年後の見直しのため

の作業スケジュールを委員会に提示する。 

関係全府

省庁 

 

(了) 

 

 

 


